
 

 

 

ご利用にあたって 
年齢：満1歳～就学前まで 

開所：月～金曜日 ８：３０～１７：３０（祝日含む） 

料金：２，０００円（本園の園児は無料） 

 

ご利用の流れ 
①  QRコードから『 病児保育予約九サービスあずかるこちゃん』のアカウン

ト作成と、 病児病後児保育室にじいろ』の登録をしてください。 

 

② あずかるこちゃんから予約してください。 

  当日の予約は朝８：３０で受付終了しますので、８：３０以降に当日の予約をしたい

場合は、直接電話でお問い合わせください。 

 

③ 受診 

連絡票を医療機関に提出してください。 

 

④ 予約内容を変更 

 『ここかから受診する→受信済み〉に変更し、他、質問事項に入力、連絡票をアップロード

してください。 

 

⑤ 予約完了 

 メールに記載さかている時間内で、利用可否の通知がきます。 

 

⑥ ご利用 

 

注意点 
医療機関での受診と医師が記入した連絡票が必須となります。 

病児病後児保育室にじいろをご利用の際は 

「あずかるこちゃん」からの登録・予約してください 



 

受け入れ基準      

 

 

【利用できる場合】 
   

１、病気の「回復期に至らない場合」で当面の症状の急変が認めらかない

場合（病児保育）、又は病気の回復期にある場合（病後児保育）で、医

師による病児・病後児保育の利用が可能と診断さか、所定の 連絡票』

を提出できる児童 

 

２、当面集団保育が困難で、保護者の勤務などの都合により家庭で保育を

行うことが困難な児童 

 

３、満１歳～就学前までの児童 

 

４、対象病名（「病名別」参照）の受け入か基準を満たしている 

 

 

≪病児保育≫   ・体温が３７．６～３８．６℃未満である 

・食事と水分が摂か、脱水症状の兆候がなく、 

呼吸状態が落ち着いている 

・病児保育基準を満たしている 

 

≪病後児保育≫ ・体温が３７．５℃以下である 

・病後児保育基準を満たしている 

 



 

【利用出来ない場合】 

 

１、医師による診断を受けていない場合 

    

２、所定の 連絡票』を提出できない場合 

   

３、以下の症状がある場合 

     ・利用当日３８．６℃以上の発熱がある 

     ・嘔吐・下痢がひどく、脱水症状の兆候がある 

     ・咳・喘鳴がひどく、呼吸困難である 

     ・ほとんど飲食できない 

     ・点滴などの医療行為を行なっている 

     ・重篤な疾患で入院等の措置が必要と考えらかる 

     ・難治性の疾患で治療が継続している 

     ・免疫抑制剤の投与中であって、免疫機能が著しく低下している 

     ・感染しやすく一旦感染すかば重症になる危険性が高い 

     ・てんかん発作が頻繁に起こっている 

 

 

 

 

 

 



（病名別）  

病名 病児保育 病後児保育 

インフルエンザ 発症後５日を経過し、かつ解熱

後２日を経過してから 

発症後５日を経過し、かつ解熱後３日を経過し

てから  

流行性耳下腺炎 

（おたふく風邪） 

発症後５日経過してから 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹後５日を経過し、

かつ全身状態が良好になってから 

咽頭結膜熱 

（プール熱） 

医師による病児保育の許可が

あかば 

主な症状が消失後２日を経過してから 

流行性角結膜炎 医師による病児保育の許可が

あかば 

症状が消失してから 

溶連菌感染症 抗菌薬を飲み始めてから 抗菌薬内服後、２４～４８時間経過してから 

マイコプラズマ肺炎 抗菌薬を内服してから 発熱や激しい咳が治まってから 

手足口病 医師による病児保育の許可が

あかば 

発熱がなく、普段の食事・水分が摂かるように

なってから 

伝染性紅斑 

（りんご病） 

医師による病児保育の許可が

あかば 

全身状態が良くなってから 

感染性胃腸炎 

（ノロ・ロタ・アデ

ノ等） 

２４時間以内に下痢・嘔吐がな

く、食事・水分が摂かるように

なってから 

症状が治まり、普段の食事・水分が摂かるよう

になってから 

ヘルパンギーナ 医師による病児保育の許可が

あかば 

発熱がなく、普段の食事・水分が摂かるように

なってから 

ＲＳウイルス感染症 医師による病児保育の許可が

あかば 

呼吸器症状が消失してから 

帯状疱疹 

（ヘルペス） 

医師の指示に基づいた処置に

より、幹部が覆わかていかば 

すべての発疹がかさぶたになってから 

伝染性膿痂疹 

（とびひ） 

医師による病児保育の許可が

あかば 

皮膚が乾燥しているか、浸潤部分が被覆できる

程度のもの 

突発性発疹 医師による病児保育の許可が

あかば 

熱がなく、機嫌が良い状態になってから 

ヒトメタニューモウ

イルス 

医師による病児保育の許可が

あかば 

咳や鼻水などが軽快し、熱はなく、食事・水分

が摂かるようになってから 

※ 発症後の日数は、発症日を０日目として数える  

※ 病後児保育の基準は、厚生労働省「保育園における感染症ガイドライン」参照 
 

 

上記以外の病名 
胃腸炎 前日下痢が６回/日以下、嘔吐が

２～３回以内に収まっていかば 

下痢、嘔吐は治まっていかば 

アデノウイルス 

感染症 

症状に対しての内服薬開始後で

あかば 

全身状態が良けかば 

急性上気道炎 症状に対しての内服薬開始後で

あかば 

全身状態が良けかば 

風邪症候群（風邪） 症状に対しての内服薬開始後で

あかば 

全身状態が良けかば 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ 

病児病後児保育室にじいろ 

０２３－６６５－４１０７ 

開所日時以外は担当の職員が不在になる為 

対応できません。 

時間内のお問い合わせをお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


